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令和３年度監査（上下水道局）の結果に基づき又は当該監査の結

   果を参考として講じた措置の公表について  

 

令和４年８月１８日付け八監第１９１号により提出した令和３年度監査（上

下水道局）の結果に基づき又は当該監査の結果を参考として講じた措置につい

て，地方自治法第１９９条第１４項の規定により八千代市長から通知がありま

したので，当該通知に係る事項について次のとおり公表します。  

 

 

 

 

 

 



1 

対象機関 区 分 所見及び措置内容 

上水道課 指摘事項 １ 物品管理事務の手続について 

【所見】 

備品台帳に記載されている「電気炉」について，現物との照合

を行ったところ，所在が不明となっており確認することができな

かった。 

また，当該物品については，前年度監査においても同様の事

例が認められていたことから，今後は，適切な物品管理事務を

行われたい。 

 

【措置内容】 

  令和３年度監査結果において指摘のありました「電気炉」に

ついては，備品台帳の見直しを行い，令和４年６月２１日付け

上水第３１４号にて亡失・き損の手続きをいたしました。 

  今後は，適切な物品管理事務の執行に努めてまいります。 

 


